
　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
県
知
事　

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　

１　

名
称

　
　
　

廿
日
市
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
デ
パ
ー
ト

　

２　

所
在
地

　
　
　

廿
日
市
市
地
御
前
一
丁
目
一
〇
〇
七
番
地
―
七
外

二　

変
更
し
た
事
項

　
　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

　
　

（
変
更
前
）　

１　

名
称　

株
式
会
社
マ
イ
カ
ル　

管
財
人　

岡
田　

元
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
三
―
一
―
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

２　

名
称　

株
式
会
社
さ
が
美　

代
表
取
締
役　

石
田　

敏
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

神
奈
川
県
横
浜
市
港
南
区
下
永
谷
六
―
二
―
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　

３　

名
称　

株
式
会
社
タ
ツ
ミ
ヤ　

代
表
取
締
役　

曲
渕　

恵
美
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

東
京
都
八
王
子
市
暁
町
一
―
三
二
―
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　

４　

名
称　

株
式
会
社
花
菊　

代
表
取
締
役　

新
田　

輝
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

広
島
市
中
区
江
波
西
一
―
二
七
―
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　

５　

名
称　

株
式
会
社
ウ
チ
ム
ラ　

代
表
取
締
役　

内
村　

正
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

鳥
取
県
米
子
市
中
島
三
六
〇
―
五

　
　
　
　
　
　
　
　

６　

名
称　

株
式
会
社
タ
ル
タ
ニ　

代
表
取
締
役　

樽
谷　

嘉
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

廿
日
市
市
廿
日
市
二
―
五
―
八

　
　
　
　
　
　
　
　

７　

名
称　

株
式
会
社
ナ
カ
ニ
シ　

代
表
取
締
役　

中
西　

弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

鳥
取
県
鳥
取
市
富
安
二
―
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

８　

名
称　

株
式
会
社
瀬
戸
内
カ
ラ
ー　

代
表
取
締
役　

森
本　

公
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

安
芸
郡
海
田
町
南
大
正
町
四
―
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　

９　

名
称　

有
限
会
社
廿
日
市
辻
ク
リ
ー
ニ
ン
グ　

代
表
取
締
役　

辻　

太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

廿
日
市
市
可
愛
八
―
五

　
　

（
変
更
後
）　

１　

名
称　

株
式
会
社
マ
イ
カ
ル　

代
表
取
締
役　

川
本　

敏
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
三
―
一
―
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

２　

名
称　

株
式
会
社
タ
ツ
ミ
ヤ　

代
表
取
締
役　

指
田　

努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

東
京
都
八
王
子
市
暁
町
一
―
三
二
―
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　

３　

名
称　

株
式
会
社
花
菊　

代
表
取
締
役　

新
田　

輝
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

広
島
市
中
区
江
波
西
一
―
二
七
―
二
五



　
　
　
　
　
　
　
　

４　

名
称　

株
式
会
社
タ
ル
タ
ニ　

代
表
取
締
役　

樽
谷　

嘉
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

廿
日
市
市
廿
日
市
二
―
五
―
八

　
　
　
　
　
　
　
　

５　

名
称　

株
式
会
社
ナ
カ
ニ
シ　

代
表
取
締
役　

中
西　

弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

鳥
取
県
鳥
取
市
富
安
二
―
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

６　

名
称　

有
限
会
社
廿
日
市
辻
ク
リ
ー
ニ
ン
グ　

代
表
取
締
役　

辻　

太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

廿
日
市
市
可
愛
八
―
五

三　

変
更
の
日

　
　

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

四　

変
更
す
る
理
由

　

１　

小
売
業
者
の
代
表
者
の
変
更
の
た
め

　

２　

テ
ナ
ン
ト
店
舗
入
れ
替
え
及
び
そ
の
代
表
者
の
変
更
の
た
め

五　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
十
九
年
七
月
五
日

六　

届
出
等
の
縦
覧
場
所
、
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

　

１　

縦
覧
場
所

　
　

  

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室
（
広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号
）

　
　

  

廿
日
市
市
産
業
観
光
部
商
工
観
光
課
（
廿
日
市
市
下
平
良
一
丁
目
一
一
番
一
号
）

　

２　

縦
覧
期
間

　
　
　

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及

び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

　

３　

縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

　
　
　

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七　

意
見
書
の
提
出

　
　

法
第
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地

　

域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら

　

四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

提
出
期
限

　
　
　

平
成
十
九
年
十
一
月
十
九
日

　

２　

提
出
先

　
　
　

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室


